
学校体育施設の申請から利用までのフローチャート

登録していない

体育施設使用団体登録に登録しているか

登録している

生涯学習課で団体登録

使用したい体育施設の学校窓口で申請

窓口にて申請書控えと納付書を受け取る

銀行で使用料の支払い

貸 出 確 定

上記申請した利用日

予定通り利用する

鍵の管理人から鍵を借りる

利用しなくなった

学校と鍵の管理人にその旨を連絡

体育施設の鍵を開け利用

※使用したい月の前月２０日までに申請
（例：１２月分 １１月２０日までに申請）
２０日が土日祝の場合はその前の平日まで

ご不明点等ありましたら⻄郷村教育委員会⽣涯学習課体育振興係まで連絡ください
TEL： 0248-25-2371 Mail：shougai@vill.nishigo.lg.jp

mailto:shougai@vill.nishigo.lg.jp

